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【開催日】 令和３年１０月２８日 

【開催場所】 議場 

【開会・散会時間】 午後１時５０分～午後２時３０分 

【出席委員】 

委 員 長  中 村 博 行 副 委 員 長  長谷川 知 司 

委   員 伊 場   勇 委   員 大 井 淳一朗 

委   員 岡 山   明 委   員 奥   良 秀 

委   員 笹 木 慶 之 委   員 白 井 健一郎 

委   員 恒 松 恵 子 委   員 中 岡 英 二 

委   員 中 島 好 人 委   員 福 田 勝 政 

委   員 藤 岡 修 美 委   員 古 豊 和 惠 

委   員 前 田 浩 司 委   員 松 尾 数 則 

委   員 宮 本 政 志 委   員 森 山 喜 久 

委   員 矢 田 松 夫 委   員 山 田 伸 幸 

委   員 吉 永 美 子   
 

【欠席委員】 なし 
 

【委員外出席議員等】 

議   長 髙 松 秀 樹   
 

【執行部出席者】 

副 市 長 古 川 博 三 企 画 部 長 清 水   保 

企画部次長兼企画課長 和 西 禎 行 企 画 部 主 幹 工 藤   歩 

企画課主査兼政策調整係長 佐 貫 政 彰 企画課政策調整係員  藤 井 貴 大 
 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 尾 山 邦 彦 事務局次長 島 津 克 則 

議事係主任 原 田 尚 枝   
 

 

 



2 

 

【調査事項】 

１ 委員長の互選について 

２ 副委員長の互選について 

３ 議案第７９号 第二次山陽小野田市総合計画に係る基本構想の改訂及び

中期基本計画の策定について 

 

午後１時５０分 開会 

 

島津議会事務局次長 それでは、ただいまから総合計画審査特別委員会の委員

長の互選を行っていただくわけですが、委員長がまだ決まっていません

ので、委員会条例第１０条第２項の規定により、年長の委員に臨時委員

長になっていただくことになっています。そこで福田委員にお願いをし

たいと思います。福田委員、委員長席へ移動をお願いします。 

 

（福田勝政委員、委員長席へ移動） 

 

福田勝政臨時委員長 ただいまから総合計画審査特別委員会を開会します。

委員会条例第１０条第２項の規定により、年長の私が、委員長が互選

されるまで委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願いします。

それでは、これより委員長の互選を行います。委員長の互選は指名推

選の方法により行うか、それとも投票により行うか、お諮りします。 

 

伊場勇委員 指名推選がいいと考えます。 

 

福田勝政臨時委員長 ただいま伊場委員から指名推選との意見がありまし

た。御異議ありませんか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）異議があり

ませんので、指名推選の方法に決定しました。推選を受けたいと思

います。どなたか推選はありませんか。 

 

伊場勇委員 委員長に中村委員を推選します。 
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福田勝政臨時委員長 ただいま伊場委員から中村委員を委員長に指名推選す

ることの発言がありました。ほかに推選はありますか。（「なし」と呼ぶ

者あり）ほかにないようですので、中村委員を委員長に指名します。御

異議ありませんか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なしと認めます。

よって中村委員が委員長に当選されました。ただいま委員長に当選さ

れました中村委員より就任の挨拶をお願いします。 

 

中村博行委員長 本市の根幹となります第二次総合計画に係る基本構想の改訂

及び中期基本計画の策定の審査ということで、最も重要であるというこ

とを認識しながら、皆様方と審査をしていくように私も努力しますので、

御協力のほど、よろしくお願いします。 

 

福田勝政臨時委員長 委員長と交代します。 

 

（福田勝政委員は自席へ、中村博行委員長は委員長席へ移動） 

 

中村博行委員長 これより副委員長の互選を行います。副委員長の互選は、

指名推選の方法により行うか、それとも投票により行うか、お諮りし

ます。 

 

伊場勇委員 指名推選がいいと考えます。 

 

中村博行委員長  ただいま伊場委員から指名推選との意見がありました。

御異議はありませんか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）異議がありま

せんので、指名推選の方法に決定しました。推選を受けたいと思い

ます。どなたか推選はありませんか。 

 

伊場勇委員 副委員長に長谷川委員を推選します。 
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中村博行委員長 ただいま伊場委員から長谷川委員を副委員長に指名推選す

ることの発言がありました。ほかに推選はありますか。（「なし」と呼ぶ

者あり）ほかにないようですので、長谷川委員を副委員長に指名します。

御異議ありませんか。（「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なしと認めま

す。よって長谷川委員が副委員長に当選されました。ただいま副委員

長に当選されました長谷川委員より就任の挨拶をお願いします。 

 

長谷川知司副委員長 長谷川知司です。中村委員長を助け、皆様方の慎重審議

が進むよう努力していきます。御協力をよろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 それでは、議案第７９号、第二次山陽小野田市総合計画に係

る基本構想の改訂及び中期基本計画の策定についての審査を行います。

本議案の審査に当たり、議会運営委員会で決定した別紙資料のとおり、

総務文教、民生福祉、産業建設、基本構想の四つの分科会を設置して審

査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）異議なしと認めます。よって、本議案について四つの分

科会を設置し、審査することに決定しました。なお、基本構想分科会委

員の選出は後日行います。本日の委員会においては、執行部から総括説

明を求めたいと思います。執行部の説明を求めます。 

 

和西企画部次長兼企画課長 議案第７９号で上程しております第二次山陽小野

田市総合計画に係る基本構想の改訂及び中期基本計画の策定について、

企画課より総括的な説明をいたします。説明に先立ち、まずは、資料の

御確認をお願いします。議案第７９号として配布しております、第二次

山陽小野田市総合計画基本構想及び基本計画に加え、本日、席上に資料

１から資料４までをお配りしております。本市では、山陽小野田市議会

の議決すべき事件を定める条例第２条において、総合計画の基本構想及

び基本計画の策定又は改廃に関することを議決すべき事件として定めて

います。この度、基本構想については一部を改訂し、また、現行の前期

基本計画の終了に伴い新たに中期基本計画を策定することから、条例の
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定めるところにより、基本構想及び中期基本計画について、議決いただ

くべき案件として上程しました。加えて、議案とした資料のほかにも、

総合計画内には「序論」としてまとめた部分がございます。こちらにつ

きましては、議決を要するものではありませんが、総合計画を構成する

内容の１つであり、序論についても一部改訂を行っていることから、本

日「資料３」として配布しています。本日の進め方としまして、資料４

により改訂の方針について、市における総合計画の位置づけや計画期間

など、総合計画の概要を交えながら御説明申し上げます。説明の中で、

必要に応じて議案として上程した基本構想及び基本計画を御参照いただ

くよう考えています。その後、資料３に基づき序論に関する改訂部分を

説明いたします。序論には、市民の皆様に御意見をお伺いしたアンケー

ト調査の結果を掲載しており、アンケート調査の全体像について、参考

までに資料２として配布しているところです。また、中期基本計画の策

定に当たっては、事前に前期基本計画の検証を行っており、検証内容に

ついて資料１に施策評価としてまとめています。本日は、基本構想及び

基本計画の改訂の意義や、中期基本計画に込めた市の姿勢といった大局

的な説明をさせていただきたいと考えています。それでは、資料４を御

覧ください。始めに、「１改訂の趣旨」についてです。本市では、総合計

画に基づき計画的な市政運営に取り組んでおり、人口減少の抑制に向け

た様々な事業に取り組んでいるものの、人口減少に歯止めがかかってお

らず、このままでは、質の高い行政サービスの提供や地域コミュニティ

の維持が困難になることが懸念されるところです。また、新型コロナウ

イルスの感染拡大は、大きな社会変容をもたらそうとしており、デジタ

ル化の推進に代表される「新しい生活様式」の確立が求められています。

さらに、今後は、豪雨等による大規模災害が増えることが予想され、ハ

ード、ソフトの両面から災害に強いまちづくりに取り組むことも必要に

なるなど、多様化する課題に対し、行政だけでは対応が困難な時代を迎

えつつあると感じているところです。こうした状況を踏まえ、総合計画

に示すまちづくりの基本理念である「住みよい暮らしの創造」を実現し、

持続可能なまちづくりを行うための仕組みを構築するためには、「協創」
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によるまちづくりが必要であると考えます。そうした考えの下、今年の

３月に「協創によるまちづくり推進指針」を策定しており、その指針に

示したまちづくりの方向性を反映していくことを念頭に置き、この度の

総合計画改定に取り組んでまいりました。第二次山陽小野田市総合計画

は、社会情勢の変化に対応するため、４年に一度見直すこととなってい

ます。「活力と笑顔あふれるまち」の実現に向け、「協創によるまちづく

り」の考え方を織り込みながら総合計画を改訂します。続きまして、「２

計画の概要」についてです。本市では、山陽小野田市自治基本条例にお

いて総合計画の策定が定められており、まちづくりを総合的・計画的に

進めるための指針としています。２ページをお開きください。②計画の

構成についてです。総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成

されています。それぞれを説明しますと、議案としてお配りしています

基本構想は、市の将来都市像やそれを実現するためのまちづくりの基本

理念及び基本目標を示したものです。同じく基本計画につきましては、

基本構想に基づき、基本目標を達成するために実施する各分野の施策及

び基本事業を示しています。また、基本計画で示した施策体系にひもづ

く具体的な取組として、実施計画において毎年度取り組む事業を示すこ

ととしています。基本構想の内容について簡単に御説明します。議案で

は、基本構想の２ページになります。基本構想では、総合計画に基づき

まちづくりを行う際の基本理念として、「住みよい暮らしの創造」を掲げ

ています。その基本理念を踏まえた上で、本市のまちづくりの目指す姿

である将来都市像として、「活力と笑顔あふれるまち」を設定しています。

また、将来都市像である「活力と笑顔あふれるまち」が実現し、市民や

本市を訪れた人が、笑顔で、いきいきと過ごしているまちのイメージを

伝えるためのキャッチフレーズとして「スマイルシティ山陽小野田」を

定めているところです。さらに、基本構想の４ページから５ページでは、

将来都市像の実現に向けて５つの基本目標を設定しており、最終ページ

である１０ページには、「計画の実現に向けて」と題し、デジタル技術や

民間ノウハウの活用を通じた総合計画の実現を掲げています。資料４の

２ページにお戻りください。③計画の期間ですが、第二次山陽小野田市
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総合計画は、平成３０年度から令和１１年度までの１２年間を計画期間

としています。長期的見通しに立った計画とするため、基本構想の期間

を１２年間、その下の基本計画については、一定期間で検証・見直しが

できるよう、前期、中期、後期の３期に分けて策定することとし、それ

ぞれ４年間を計画期間としています。続きまして、「３基本構想見直しの

考え方」についてです。資料４の３ページを御覧ください。基本構想は、

本市の目指す将来都市像と、それを実現するためのまちづくりの基本的

な方向性を、基本構想審議会をはじめとする多くの市民の参画のもと４

年前に策定したものです。そのため、市政運営の継続性・一貫性の観点

から、短期的に基本構想の方向性を大きく変更するものではありません。

しかしながら、先ほども御説明申し上げたように、４年前の基本構想策

定後も、人口減少が進んでいるほか、新型コロナウイルスの感染拡大に

よる社会の変容、豪雨等による大規模災害の増加など、この４年の間で

社会情勢に大きな変化が生じています。冒頭申し上げたことの繰り返し

になりますが、こうした中「住みよい暮らしの創造」を実現し、持続可

能なまちづくりを行うためには、行政だけでなく、市民や地域など、多

様な担い手が主体的に行動し、協力してまちづくりを行う「協創」によ

るまちづくりの観点が必要です。その際に、まちづくりの方向性を各担

い手が共有し、協力して取り組むための指針となるものが総合計画です。

以上のことから、社会情勢の変化や新たに発生した行政課題へ適確に対

応するため、基本構想に「協創によるまちづくり」の考え方を加えるこ

ととし、この度の改訂において、議案の基本構想の３ページにお示しし

ますとおり、「協創によるまちづくり」と総合計画の関連について、新た

に図示することとしました。これは、「協創によるまちづくり」の考え方

を根幹に持ち、「活力と笑顔あふれるまち」の実現に向けた取組を進めて

まいりたいとの思いを示したものです。資料４にお戻りいただき、４ペ

ージを御覧ください。「４基本計画見直しの考え方」についてです。基本

計画とは、基本構想に設定した分野別の５つの基本目標に、行財政運営

や市民参画などの取組を加えた６つの章立てとし、今後のまちづくりを

総合的かつ計画的に推進するために必要な施策等を示したものです。基
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本計画は、社会情勢の変化に対応するため、４年ごとに策定することと

しており、今年度までを計画期間とする前期基本計画の検証を踏まえ、

中期基本計画を策定しています。中期基本計画の策定に当たりましては、

「５中期基本計画策定に当たっての基本的な視点」でお示しした点に留

意しました。「協創によるまちづくり」を念頭においた計画とすることや

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を包含する計画とすること、財政

計画との整合性、目指すべき未来を起点とした考え方に基づく内容とし、

市民の皆様に分かりやすい計画となるよう気を付けています。中期基本

計画における重点プロジェクトの考え方について御説明します。議案「第

二次山陽小野田市総合計画中期基本計画」の２ページをお開きください。

前期基本計画においては、スマイルＵＰの３本柱として三つの重点項目

を設定し、将来都市像の実現に向けて優先的かつ重点的に実施する施策

を重点プロジェクトとして位置づけています。中期基本計画においては、

市長の施政方針にて示された３つの創る、「地域を創る」「人を創る」「ま

ちの価値を創る」をベースに重点プロジェクトを設定しています。「地域

を創る」においては、協創によるまちづくりの考え方の下、将来にわた

り持続可能な地域づくりを目指します。「人を創る」においては、一貫し

た子育て支援や学校教育の推進等を通じて、笑顔で人生を歩むことがで

きる人や、協創の担い手となる人づくりを目指します。「まちの価値を創

る」では、文化やスポーツの振興、また本市の住み良さなどを生かしな

がら、まちの価値向上を目指します。また、こうした重点プロジェクト

や全６章からなる基本計画全般を推進していくに当たっては、デジタル

化の推進、山口東京理科大学との連携、スマイルエイジングの推進とい

った三つの横断的施策を念頭に取り組んでまいります。基本計画の９ペ

ージ以降、分野ごとの各施策及び施策に関連した基本事業を掲載してい

ます。各基本施策の組立てにつきましては、基本計画策定に当たっての

基本的な視点として御説明したとおり、未来のあるべき姿から逆算した

上で現状と課題を洗い出し、中期の４年間でたどり着くべき目標を掲げ

るといった構成にしています。そして、基本施策に掲げた目標を達成す

るための手段が基本事業となります。資料４の４ページにお戻りくださ
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い。続きまして、「６策定上の取組」についてです。（１） 前期基本計画

に基づく取組の検証につきましては、本日、資料１としてお配りしてい

ます。（２）市民参画につきましては、中期基本計画の策定に合わせ、無

作為抽出した市民及び市内高等学校の２年生を対象にアンケート調査を

実施したほか、９月１５日から１０月１１日までパブリックコメントを

実施しています。市民アンケートでは、３，０００人を対象に調査を実

施し９４２件の回答、高校生アンケートでは、４６３人を対象に調査を

実施し４３８件の回答を頂きました。パブリックコメントについては、

９件の御意見を頂戴しており、対応すべき点については意見の反映を行

っています。なお、アンケート結果については資料３としてお配りして

います序論の２０ページから２９ページに掲載しているほか、アンケー

ト全体像を資料２としてまとめています。資料４の５ページを御覧くだ

さい。「７策定の体制」についてです。基本構想に関しては、原案を作成

の上、市長の諮問機関である基本構想審議会において議論いただいてお

り、９月に答申を受けています。また、策定に当たっての庁内体制とい

たしましては、市長や副市長、各部長等で構成する総合計画策定本部及

び課長級職員で構成する幹事会を設置し、基本構想改定案及び中期基本

計画素案の策定を行ってまいりました。この度、御審議いただくのは５

ページの図の左上、オレンジ色で枠囲いした市と市議会の部分となりま

す。議案として上程しています基本構想及び基本計画に関する総括的な

説明は以上となりますが、最後に、お手元に配布しております資料のう

ち、序論について改訂内容を簡単に御説明申し上げます。序論では、総

合計画策定の背景や課題などについて整理しています。配布した資料中、

赤い字で記載した部分がこの度、内容を追加あるいは訂正した箇所とな

っています。元号の変更に伴う訂正や、４年間の社会情勢の変化に伴う

件数や金額等の実績数値の訂正、また、新たに実施したアンケート内容

の追加記載といった変更が多数を占めますが、この度の策定に当たり影

響の大きい３つの背景の変動に関して説明します。序論の６ページをお

開きください。まず始めに「４ＳＤＧｓとの関係」についてです。ＳＤ

Ｇｓとは、２０１５年に国連サミットで採択された持続可能な開発目標
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のことで、誰一人取り残さない社会の実現を目指し、持続可能な世界を

実現するための１７の目標を定めたものです。近年、様々な形でＳＤＧ

ｓへの取組を表明する自治体が増えてきていますが、本市においては、

地方自治体が果たすべき役割が持続可能な地域社会の維持にあることを

踏まえ、その指針となるものが総合計画であることから、総合計画に基

づく施策推進自体がＳＤＧｓの取組であると結論づけ、その考え方につ

いて序論に追加することとしました。次に、８ページをお開きください。

ページ真ん中辺りの赤字箇所です。中期基本計画の策定方針の中で、未

来を起点に逆算した考え方で４年間の目標を定めると説明しました。そ

の考え方の根拠となるものが、ここに記載している２０４０年答申とな

ります。実現すべき未来を描く中で、今何をしていくべきかといった考

え方にシフトしていくことの重要性等が記載されています。最後に１２

ページの（６）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響についてで

す。昨今の感染症による影響に鑑み、新たな生活様式への対応やデジタ

ル化推進の必要性が高まっている点について、計画策定の背景として追

加しています。また、以上を踏まえ、３４、３５ページの「４課題の整

理」にも必要な追加を行っています。以上で、議案第７９号、第二次山

陽小野田市総合計画に係る基本構想の改訂及び中期基本計画の策定に係

る、企画課からの総括的な説明を終わります。 

 

中村博行委員長 執行部の説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

 

白井健一郎委員 総論的な話なので、私も総論的な質問しかできませんけども、

必ずしも答えてほしいというのではなく、私の考えを申し上げます。一

番気になったのが、まちづくりの基本である「協創によるまちづくり」

というところです。読み上げますと、「協創」ですから、幾つかの主体が

協力し合って、まちづくりをするという意味なんでしょうけれども、そ

の主体が市民、各種団体、学校、大学、企業、市議会、行政と挙がって

います。確かに市民や各種団体が前のほうに来ていますが、これを並列
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にして述べると、一番力があるのが行政であり、そして市議会、企業、

大学といった大きくて、力があるものが必然的に引っ張っていくという

ことになると思います。ここから私の意見ですが、まちづくりというの

は市民自治が一番基本になると思います。協創によるまちづくりという

発想においては、市民が主体となってまちづくりするという意識が、や

や欠けるのではないかと考えています。この点をどう思いますか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 まちづくりという言葉についての定義は、いろい

ろな方がいろいろ考えられていると思います。まちづくりというのは、

そもそも市民だけが行うもの、行政だけが行うものではなくて、市民と

行政が力を合わせて地域資源を活用しながら、地域課題を発見し、その

解決をする活動と定義づけられているところもあります。まちづくりと

いう言葉自体が、上下の関係なく一緒に進めていきましょうという定義

がある中で、さらに「協創」という言葉を付けているところです。これ

は「協働」とは違い、ただ手を取り合って活動していきましょうという

のではなく、お互い手と手を取り合っていき、地域課題解決に取り組ん

でいく中で、新たな価値を創造していきましょう。つまり、新たな価値

は何かといいますと、本市におきましては、持続可能なまちをどう作り

上げていくかということになるかと思います。そのスタートに、今年度、

協創によるまちづくり推進指針を策定し、その考え方を反映し、その考

え方を反映した総合計画を策定したと考えています。まちづくりという

定義に対して、いろんな考え方がある中で、委員の御意見もありますが、

市においては、そのような考えの下で進めているということを御了解い

ただければと思います。 

 

白井健一郎委員 私が市民と言っている、その市民という意味は、何も色が付

いていない意味での市民、山陽小野田市民と同じと考えていただければ

いいと思います。先ほどの説明を伺っていますと、本市における一番の

課題というのは、人口減少とおっしゃっていますが、そのための解決策

として、なぜ協創によるまちづくりなどが出てくるのか疑問を感じます。
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人口減少に対応するのであれば、移住だとか、観光でお金を落としても

らうとか、そういうほうが直截だと思うんですが、どうでしょうか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 本市に限らず、人口減少というのは、地方自治体

が抱える最大の課題と捉えても間違いないと思います。その観点で移住、

定住、交流人口の拡大等は取り組んでいかなくてはならない課題として

考えています。その考え方も総合計画に案としてまとめていますが、そ

れと同じとまではいかないんですが、人口減少を受け入れた上で、途中

に２０４０答申の話をさせていただきましたが、ある程度一定の資源制

約がかかる、つまり人口減少という大きな課題等を指すんですが、資源

制約を受け入れた上で、どのように自治体を運営していくかということ

も考えなければいけない。つまり、あるべき未来、資源制約が一定程度

起きるだろうという考え方に立ち、２０４０年、高齢化が一番ひどくな

る時代と言われていますが、そこを目掛けて自治体は施策を考えていか

なければいけないのではないか。そこに至るまでに資源制約を受け入れ

るためには、やはり今暮らしている市民の方を始め、皆様方の力を頂か

なければ、持続可能なまちはつくれないのではないかという観点で「協

創」を提唱しているところになります。人口減少の問題と「協創」とい

う考え方を入れ、二つの考え方に基づいて、今回の総合計画を策定して

いるところです。 

 

藤岡修美委員 ＳＤＧｓとの関係で、総合計画において示す様々な施策を着実

に推進することをＳＤＧｓの取り組みとするということで終わっており

ますけれど、総合計画の各施策をＳＤＧｓの１７の目標に割り振って、

職員なり、市民や企業に、そういった施策がＳＤＧｓの１７の目標のど

れに該当するということを意識づけるというような判断はなかったでし

ょうか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 ＳＤＧｓを総合計画の素案の中でどのように取り

扱うかにつきましては、約１年間、庁内で検討しました。部長をはじめ、
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皆さんの意見を伺う中で、今回の案を出させていただいているところで

す。ＳＤＧｓを推進するのかどうかという点につきましては、そこに書

いてありますとおり、推進しないわけではないんです。推進するかしな

いかと問われましたら、本市は推進します。ただ、ＰＲの仕方をどう工

夫するかが他市とは違うというところです。１７のゴール、それから１

６９のターゲット、２３２の指標、問題になるのは２３２の指標でして、

これを読み解かれると、実際に見られたら分かると思うんですけれど、

ある方が研究したところ、そのまま自治体が使える指標が５％しかない。

そういった中で、私もほかの自治体を調べました。ＳＤＧｓ先進都市が

どのようにＳＤＧｓのプランを作っているのかと思って、とある先進都

市のプランを見たんです。そうしたら、経済と暮らしのところの指標に

観光客数とあったんです。これはつまり、総合計画の指標を自分たちの

都合のいいように引っ張ってきているだけではないか。ＳＤＧｓの取組

以外の総合計画の指標はＳＤＧｓではないのか。つまり、持続可能なま

ちづくりという大きな目標を満たすものではないというふうに捉えてい

るのかとすごく疑問が、個人的にも、企画課内でも湧きました。いろん

なことを考えた上で、今回、こういう表現にさせていただいたんです。

ＳＤＧｓをすることが目的になってはいけない。ＳＤＧｓという持続可

能なまちをつくっていこうということを目的にしてやっていこう。これ

が今回の総合計画であり、ＳＤＧｓに対するスタンスです。 

 

中村博行委員長 ほかにないようですので、総括説明に対する質疑を終わりま

す。ここで、今後の審査方法についての確認を行います。本議案の審査

については、今後それぞれの分科会で審査を行っていくことになります

が、日程調整については正副委員長及び正副分科会長を中心に行います

ので、御協力をお願いします。また、本臨時会の会期が１１月４日まで

となっていますので、閉会中も継続して審査していく必要があると考え

ます。そこでお諮りします。本議案について、議長に対し、閉会中の継

続審査として申し出ることに御異議ありませんか。（「異議なし」と呼ぶ

者あり）異議なしと認めます。よって、本議案について閉会中の継続審
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査として申し出ることに決定しました。閉会中も週１回から２回程度、

各分科会を開催する必要があると考えておりますので、皆さん、よろし

くお願いします。以上で、本日の委員会は閉会します。 

 

午後２時３０分 散会 

 

総合計画審査特別委員会臨時委員長 福 田 勝 政 

 

総合計画審査特別委員会委員長 中 村 博 行 


